
令和８年度兵庫県中体連主催大会に参加する地域クラブ活動による申請から認定までの流れ【認定地域クラブ活動版】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する地区中体連 

(会長・理事長) 
該当する県競技部（委員長） 

該当する地区競技部（委員長） 

④報告 

該当する市町競技部（委員長） 

該当する市町中体連 

(会長・理事長) 

②申請・協議等 

認定地域クラブ活動 ①申 請 

運営団体（市町組合等） 

県中体連事務局 

③
可
否
決
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１

•認定地域クラブ活動は、運営団体（市町組合等）に申請する。

２

•運営団体（市町組合等）から県事務局へ報告（申請・協議）する。（＜別紙＞認定団体一覧表のみ提出）

３

•運営団体（市町組合等）からの申請を確認し、県中体連事務局で認定の可否を決定する。

４

•県中体連事務局から該当する県競技部（委員長）、該当する地区中体連（会長・理事長）に報告する。


